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東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
六
号

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
東
京

都
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
の
見
出
し
中
「
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」

に
改
め
、
同
条
中
「
第
七
十
三
条
第
五
号
」
を
「
第
七
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

「
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
主
と
し
て
難
聴
児
を
通
所
さ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン

タ
ー
及
び
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
所
さ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
指
導
訓
練
室
」
を
「
発
達
支
援
室
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
福
祉
型
児

童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
」
を
削
る
。

第
二
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
）

第
二
十
六
条

条
例
第
七
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
児
童
指
導
員
、
保
育

士
、
機
能
訓
練
担
当
職
員
及
び
看
護
職
員
の
総
数
を
お
お
む
ね
児
童
の
数
を
四
で
除
し
て
得
た
数
以

上
と
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
を
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
教
）

東
京
都
教
育
庁
出
張
所
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
教
育
委
員
会



令和6年3月29日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 20） ２

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

東
京
都
教
育
庁
出
張
所
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
庁
出
張
所
設
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
東
京
都
教
育
庁
八
丈
出
張
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

東
京
都
教
育
庁

小
笠
原
出
張
所

東
京
都
小
笠
原
村
父
島
字

西
町

小

笠

原

村

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
住
宅
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一

二
の
部
㈠
の
款
小
笠
原
（
父
島
）
住
宅
の
項
か
ら
小
笠
原
（
母
島
第
二
）
住
宅
の
項
ま

で
を
削
り
、
同
部
㈣
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

㈤

東
京
都
教
育
庁
小
笠
原
出
張
所
管
轄

名

称

位

置

小
笠
原
（
父
島
）
住
宅

小
笠
原
村
父
島
字
奥
村

小
笠
原
（
母
島
）
住
宅

小
笠
原
村
母
島
字
静
沢

小
笠
原
（
母
島
第
二
）
住
宅

小
笠
原
村
母
島
字
静
沢

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

教

育

庁

教

育

庁

出

張

所

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
支
給
規
程
（
昭
和
六
十
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓

令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
教
育
委
員
会

別
表
第
一
中
「
教
育
庁
三
宅
出
張
所

三
宅
村
伊
豆

百
分
の
二
十
三
」
を

「
教
育
庁
三
宅
出
張
所

三
宅
村
伊
豆

百
分
の
二
十
三

」
に
改
め
る
。

教
育
庁
小
笠
原
出
張
所

小
笠
原
村
父
島

百
分
の
二
十
五

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
公
）

警
視
庁
警
察
職
員
の
定
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
６
年
３
月
２９日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号

警
視
庁
警
察
職
員
の
定
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
視
庁
警
察
職
員
の
定
員
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
３８年

８
月
１
日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
５

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

付
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
警
察
官
の
階
級
別
定
員
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３１日

ま
で
の
間
は
、
第
２
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条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
表
（
１
）
の
項
に
定
め
る
人
員
に
次
に
定
め
る
人
員
を
そ
れ
ぞ

れ
加
え
た
人
員
と
す
る
。

警
察
官

９１人

内
訳警

視
２
人

警
部

５
人

警
部
補

２７人

巡
査
部
長

２７人

巡
査

３０人

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
六
号

東
京
都
水
道
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
水
道
局
長

西

山

智

之

東
京
都
水
道
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年

東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

東
京
都
水
道
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
程

第
一
条
中
「
及
び
期
末
手
当
」
を
「
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
東
京
都
水
道
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
規

程
」
を
「
東
京
都
水
道
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
程
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
水
道
局
管

理
規
程
第
八
号
」
を
「
平
成
二
十
七
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
東
京
都
水
道
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
規
程
」
を
「
東
京
都
水

道
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
程
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
四
項
第
一
号
中
「
平
成
七
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
」
の
下
に
「
。
以
下

「
勤
務
時
間
規
程
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
中
「
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
」
を
「
非
常
勤
職

員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
中
「
第
一
項
支
給
対
象
外
職
員
」
を
「
期
末
手
当
第
一
項
支
給
対
象
外
職

員
」
に
、
「
第
二
項
支
給
対
象
外
職
員
」
を
「
期
末
手
当
第
二
項
支
給
対
象
外
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
の
規
定
中
「
期
末
規
程
」
を
「
期
末
手
当
規
程
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
三
項
中
「
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
程
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員
が
所
定
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
規
定
す
る
」
を
「
定
め
る
」
に
、
「
及
び
期
末
手
当
」
を
「
、
期
末
手
当
及
び
勤

勉
手
当
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
条
と
し
、
第
二
十
七
条
の
次
に
次
の
十
二
条
を
加
え
る
。

（
勤
勉
手
当
）

第
二
十
八
条

勤
勉
手
当
は
、
基
準
日
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
次
条
第
一
項
に

規
定
す
る
者
（
以
下
「
勤
勉
手
当
第
一
項
支
給
対
象
外
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
対
し
、

そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
第
三
十
八
条
で
定
め
る

日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
若
し
く
は
任
期
の
満
了
に
よ
り
失

職
し
、
又
は
死
亡
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
（
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
（
以
下
「
勤
勉
手
当
第

二
項
支
給
対
象
外
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

（
勤
勉
手
当
の
支
給
対
象
外
職
員
）

第
二
十
九
条

前
条
前
段
の
勤
勉
手
当
第
一
項
支
給
対
象
外
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
第
一
項
の

規
定
を
準
用
す
る
。

２

前
条
後
段
の
勤
勉
手
当
第
二
項
支
給
対
象
外
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
を
準

用
す
る
。

（
勤
勉
手
当
の
不
支
給
及
び
一
時
差
止
め
）

第
三
十
条

勤
勉
手
当
の
不
支
給
及
び
一
時
差
止
め
は
、
東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る

規
程
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
。
以
下
「
勤
勉
手
当
規
程
」
と
い
う
。
）
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の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。

（
勤
勉
手
当
の
額
）

第
三
十
一
条

勤
勉
手
当
の
額
は
、
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
局
長
が
定
め
る
額
を
基
礎
と
し
て
第
三

十
七
条
で
定
め
る
額
（
以
下
「
勤
勉
手
当
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
に
、
次
条
で
定
め
る
支
給
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
局
長
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
、
勤
勉
手
当
規
程
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
（
同
号
に
規
定
す
る
給
料
表
㈠

五
級
職
員
及
び
給
料
表
㈠
四
級
職
員
を
除
く
。
）
に
適
用
さ
れ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
を

超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
）

第
三
十
二
条

勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
は
、
次
条
に
規
定
す
る
期
間
率
に
、
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る

成
績
率
を
乗
じ
て
得
た
割
合
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規

定
に
よ
り
成
績
率
を
算
定
し
た
者
の
割
合
に
、
千
分
の
十
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

（
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
算
定
に
係
る
期
間
率
）

第
三
十
三
条

期
間
率
は
、
支
給
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
勤
務
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
勤
勉
手
当
規

程
第
四
条
の
二
第
一
項
の
表
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

（
勤
務
期
間
）

第
三
十
四
条

前
条
の
勤
務
期
間
は
、
こ
の
規
程
の
適
用
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
在
職

し
た
期
間
に
つ
い
て
日
を
単
位
と
し
て
計
算
す
る
。

２

前
項
の
期
間
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
除
算
す
る
。

一

第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間

二

東
京
都
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
水
道

局
管
理
規
程
第
三
号
）
別
表
の
傷
病
欠
勤
に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間

三

会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
程
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
暇
を
承
認
さ
れ
、
こ

れ
に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間
（
所
定
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
お
い
て
勤
務
し
な
い
介
護
休
暇

が
あ
る
場
合
は
、
局
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
日
に
換
算
し
た
期
間
を
含
む
。
）
が
三
十

日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
勤
務
し
な
か
っ
た
全
期
間

四

法
令
等
の
規
定
に
よ
り
職
務
に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
局
長
が
別
に
定

め
る
事
由
若
し
く
は
傷
病
若
し
く
は
交
通
機
関
の
事
故
等
の
事
由
に
よ
ら
な
い
で
、
又
は
無
届
で

勤
務
し
な
い
日
（
以
下
「
私
事
欠
勤
等
」
と
い
う
。
）
の
取
扱
い
を
受
け
た
期
間

五

局
長
が
別
に
定
め
る
事
由
に
該
当
し
、
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間

３

会
計
年
度
任
用
職
員
が
所
定
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り

勤
務
し
な
い
場
合
は
、
局
長
が
別
に
定
め
る
期
間
を
除
算
す
る
。

一

前
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
勤
務
し
な

い
場
合

二

会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
程
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
時
間
を
承
認
さ
れ
、
こ

れ
に
よ
り
勤
務
し
な
い
場
合
（
局
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
日
に
換
算
し
た
期
間
が
三
十

日
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

三

勤
務
時
間
規
程
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
に
よ
り
勤
務
し
な
い
場
合
（
局
長

が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
日
に
換
算
し
た
期
間
が
三
十
日
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

（
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
算
定
に
係
る
成
績
率
）

第
三
十
五
条

成
績
率
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
一
万
二
百
三
十
七

・
五
以
上
、
勤
勉
手
当
規
程
第
四
条
の
四
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
職
員
に
適
用
さ
れ
る
上
限
の
値

以
下
の
範
囲
内
で
局
長
が
別
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
支
給
期
間
に
お
い
て
勤
勉
手
当
規

程
第
四
条
の
四
第
三
項
の
表
の
減
額
事
由
の
区
分
の
一
に
該
当
す
る
者
の
成
績
率
は
、
前
項
に
規
定

す
る
割
合
に
、
百
分
の
百
か
ら
当
該
区
分
に
掲
げ
る
割
合
を
減
じ
て
得
た
も
の
を
乗
じ
て
得
た
割
合

と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
支
給
期
間
に
お
い
て
勤
勉
手
当

規
程
第
四
条
の
四
第
三
項
の
表
の
減
額
事
由
の
区
分
の
二
以
上
に
該
当
す
る
者
の
成
績
率
は
、
第
一

項
に
規
定
す
る
割
合
に
、
百
分
の
百
か
ら
当
該
区
分
に
掲
げ
る
割
合
を
減
じ
て
得
た
も
の
を
順
次
乗

じ
て
得
た
割
合
と
す
る
。

４

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
私
事
欠
勤
等
は
、
日
を
単
位
と
し
て
計
算
す
る
。

５

会
計
年
度
任
用
職
員
が
所
定
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
お
い
て
私
事
欠
勤
等
の
事
由
に
よ
り
勤
務
し

な
い
場
合
は
、
当
該
勤
務
し
な
い
時
間
を
局
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
日
に
換
算
す
る
。

（
勤
務
期
間
等
の
通
算
）
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第
三
十
六
条

次
に
掲
げ
る
者
が
、
引
き
続
い
て
こ
の
規
程
の
適
用
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と

な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
適
用
前
の
そ
れ
ら
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
、
私
事
欠

勤
等
又
は
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
停
職
、
減
給
若
し
く
は
戒
告
の
処
分
（
こ
れ
ら
に

相
当
す
る
処
分
を
含
む
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
規
程
の
適
用
後
の
勤
務
期
間
、
私
事
欠
勤
等
又
は
同

項
の
規
定
に
よ
る
停
職
、
減
給
若
し
く
は
戒
告
の
処
分
と
み
な
し
て
第
三
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の

規
定
を
適
用
す
る
。

一

給
与
規
程
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者

二

前
号
に
定
め
る
者
の
ほ
か
、
特
に
局
長
が
定
め
る
者

２

こ
の
規
程
の
適
用
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
、
異
な
る
任
命
権
者
に
任
用
さ
れ
た
期
間
は

通
算
し
な
い
。

（
勤
勉
手
当
基
礎
額
の
意
義
）

第
三
十
七
条

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
勤
勉
手
当
の
支
給
日
）

第
三
十
八
条

勤
勉
手
当
の
支
給
日
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
勤
勉
手
当
基
礎
額
の
端
数
計
算
）

第
三
十
九
条

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の

と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
七
号

東
京
都
給
水
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
水
道
局
長

西

山

智

之

東
京
都
給
水
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
給
水
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
の
三
中
「
も
の
は
、
給
水
装
置
工
事
関
係
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
条
例
第
六
条
第
二
項
の

設
計
審
査
を
申
し
込
む
者
及
び
同
項
第
一
号
の
工
事
検
査
を
申
し
込
む
」
を
「
申
込
者
は
、
次
に
掲
げ

る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
条
例
第
六
条
第
一
項
の
指
定
を
申
請
す
る
者

二

給
水
装
置
工
事
関
係
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
条
例
第
六
条
第
二
項
の
設
計
審
査
を
申
し
込
む
者

三

給
水
装
置
工
事
関
係
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
条
例
第
六
条
第
二
項
第
一
号
の
工
事
検
査
を
申
し

込
む
者

四

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
条
例
第
六
条
第
三
項
の
指
定
の
更
新
を
申
請
す
る
者

五

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
条
例
第
六
条
の
二
第
二
項
の
指
定
事
業
者
証
の
再
交
付
を
申

請
す
る
者

第
十
四
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
五

条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
管
理
者
が
別
に
定
め
る
者
は
、
第
十
四
条
の

三
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
八
号

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
水
道
局
長

西

山

智

之

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
三
号
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
」
に
、
「
給
水
装
置
工

事
主
任
技
術
者
免
状
」
を
「
免
状
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
の
」
を
「
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
」
に
、
「
に
当
た
っ
て
は
、
一
の
事
業
所
の
給
水
装
置
工
事
主
任
技
術
者
が
、
」
を
「
場
合
に
お
い

て
、
選
任
し
よ
う
と
す
る
者
が
」
に
、
「
他
」
を
「
二
以
上
」
に
、
「
と
な
ら
な
い
よ
う
に
」
を
「
を

兼
ね
る
こ
と
と
な
る
と
き
に
は
、
当
該
二
以
上
の
事
業
所
の
給
水
装
置
工
事
主
任
技
術
者
と
な
っ
て
も
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そ
の
職
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
支
障
が
な
い
こ
と
を
確
認
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
四
項
の
改
正
規
定
は
、

同
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
一
号

局

内

一

般

各

事

業

所

東
京
都
水
道
局
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
水
道
局
訓
令

第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
水
道
局
長

西

山

智

之

別
表
第
一

一
の
部
三
の
項
中
「
及
び
業
務
配
分
」
を
「
、
業
務
配
分
及
び
人
材
育
成
」
に
改
め
、

同
表
二
の
部
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

組
織
運

営
力

一

リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ

職
員
の
挑
戦
や
組
織
の
変
革
を
促
し
つ
つ
、

組
織
を
一
体
感
あ
る
も
の
に
ま
と
め
、
各
職
場

の
執
行
力
を
最
大
限
発
揮
さ
せ
る
よ
う
、
職
員

の
能
力
、
経
験
、
状
況
等
を
よ
く
把
握
し
、
的

確
な
業
務
配
分
を
行
う
と
と
も
に
、
適
時
適
切

な
助
言
、
進
行
管
理
等
を
行
っ
て
い
る
。

二

人
材
育

成

職
員
の
能
力
、
経
験
、
キ
ャ
リ
ア
意
識
等
を

踏
ま
え
、
困
難
な
業
務
に
挑
戦
さ
せ
る
な
ど
、

多
様
な
成
長
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ

り
、
効
果
的
な
人
材
育
成
を
行
っ
て
い
る
。

三

組
織
及

び
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
活

性
化

職
場
の
上
司
、
部
下
、
庁
内
外
の
関
係
者
等

と
円
滑
か
つ
活
発
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
職
員
の
自
主
性
及
び
意

欲
の
発
揮
並
び
に
関
係
部
署
と
の
連
携
を
促

し
、
各
職
場
の
執
行
力
を
最
大
化
さ
せ
る
組
織

づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
。

四

良
好
な

職
場
風
土

の
醸
成

超
過
勤
務
の
縮
減
、
休
暇
取
得
の
促
進
、
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を

徹
底
し
た
職
場
管
理
、
多
様
性
の
尊
重
な
ど
、

職
員
が
安
心
で
き
て
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

別
表
第
一

三
の
部
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

組
織
運

営
力

一

リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ

職
員
の
挑
戦
や
組
織
の
変
革
を
促
し
つ
つ
、

組
織
を
一
体
感
あ
る
も
の
に
ま
と
め
、
職
員
の

能
力
を
最
大
限
発
揮
さ
せ
る
よ
う
、
個
々
の
能

力
、
経
験
、
状
況
等
を
よ
く
把
握
し
、
的
確
な

業
務
配
分
を
行
う
と
と
も
に
、
適
時
適
切
な
助

言
、
進
行
管
理
等
を
行
っ
て
い
る
。

二

人
材
育

成

職
員
の
能
力
、
経
験
、
キ
ャ
リ
ア
意
識
等
を

踏
ま
え
、
困
難
な
業
務
へ
の
挑
戦
、
研
修
及
び

自
己
啓
発
の
奨
励
な
ど
、
多
様
な
成
長
の
機
会

を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
果
的
な
人
材
育

成
を
行
っ
て
い
る
。

三

組
織
及

び
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
活

性
化

職
場
の
上
司
、
部
下
、
庁
内
外
の
関
係
者
等

と
円
滑
か
つ
活
発
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
職
員
の
意
見
や
ア
イ
デ

ア
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
な
ど
、
職
員
の
自

主
性
及
び
意
欲
の
発
揮
並
び
に
関
係
部
署
と
の

連
携
を
促
し
、
職
員
の
能
力
発
揮
を
最
大
化
さ

せ
る
組
織
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
。

四

良
好
な

職
場
風
土

の
醸
成

個
々
の
職
員
の
状
況
に
応
じ
た
働
き
方
を
尊

重
し
、
超
過
勤
務
の
縮
減
及
び
休
暇
取
得
の
促

進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防

止
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
徹
底
し
た
職
場
管

理
、
多
様
性
の
尊
重
な
ど
、
職
員
が
安
心
で
き

て
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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